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❶ 新たな地域医療構想策定に向けたスケジュール

≪スケジュール・内容（予定）≫

国のガイドライン策定に先駆けて、現行の地域医療構想の振り返りや都独自の調査等によるデータ

を共有するなど、来年度の新たな地域医療構想の策定を見据えた意見交換を進める

≪今後の進め方≫
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❷ 第１回調整会議における意見

構想区域ごとに、高齢者救急・在宅医療・連携などのテーマを設定して議論し、以下意見をいただいた。

○救急の受入れに関して、
・今後認知症を抱えた75歳以上の高齢者が増えていくのでその人たちを引き受けることでインセンティブが付くと
連携が進む

・高齢者救急と一括りにできず介護や認知症、症状ごとに多様性がある、土日の救急は高齢者に偏っている 等

○急性期治療後の転退院に関して、
・入院患者のほとんどが認知症で、独居・ネグレクト・虐待等治療以外で対応に苦慮しており、行政のサポートが
あると良い

・患者や家族は一つの病院で完結することを望んでいるがそれが難しいことの患者への周知に努めて欲しい 等

○病病連携に関して、
・各々の病院の機能が明確でなく、民間同士だと役割分担の話ができないのが現状だが早くから話し合いを始めたい、
今後救急は高齢者救急か通常の救急かを分けて考え、地域で自院の病院機能を共有することは重要 等

○医療・介護連携を含む病診連携に関して、
・地域でかかりつけ医を持ち、その方を通して急性期に転送したり、そこに戻す形にした方が良い
・自院の病院機能だとこのような患者は受入可といった情報を近隣の介護施設と共有するシステムが欲しい 等

○医療・介護人材に関して、
・人材紹介料の圧迫が大きい、公的機関が看護師を人材派遣するようなシステムがあると助かる
・高齢者入院時の負担が大きく看護師や看護助手を雇う金銭的な負担をお願いしたい 等

○ACPに関して、
・まだまだ進んでおらず、救急で受け入れた時にどこまで治療するのか分からない
・患者家族への教育が進んでおらず、家族への教育システムを考えて欲しい 等

構想策定当初の意見と構想策定後の都の取組を振り返った上で、新たな地域医療構想の概要や直近の調整
  会議における意見から抽出される都の課題例を踏まえ、2040年に向けて圏域として重点的に協議すべき課題

と取組の方向性について意見交換

◎意見交換「現行の地域医療構想の振り返り」「2040年に向けた課題及び取組の方向性」について

概要

意見

２



❸ 令和８年度予算要求の方向性

調整会議におけるご意見も踏まえつつ、分野ごとに以下のとおり予算要求

３
新構想の策定はR8年度の予定ではあるが、新構想の方向性も見据えた取組を推進予定

分野 これまでの主な取組 Ｒ８要求の方向性

救急医療

〇円滑な救急搬送受入体制の確保・強化
・救急外来における救急救命士や看護補助者の配置支援
・高齢者の入院受入病床確保に加え、救急を担う診療科に対する支援
〇救急患者の転院搬送促進
・転院支援人材配置、受入時の協力料、搬送時の車両運行経費支援
〇医療従事者への支援
・チーム医療の推進や医師確保に向けた復職支援、相談体制支援

今後も増加が見込まれる高齢の救急
患者の円滑な受入体制構築に向けて、
東京都救急医療対策協議会の下に
高齢者救急体制の検討会を設置

在宅医療

〇地域における在宅療養体制の確保
・区市町村や地区医師会の24時間診療体制の構築等の取組を支援
〇在宅療養に関わる人材の確保・育成
・在宅医療への参入促進、入退院時の連携強化に向けた研修、医療・
介護関係者向けＡＣＰ研修

〇都民の在宅療養に関する理解促進
・ＡＣＰに関する都民向け普及啓発冊子配布

今後も増加が見込まれる在宅医療の
需要増に対応するため、地域の実情
に合わせた各区市町村の取組の支援
や、自治体の取組の底上げを図る支
援を実施するとともに、在宅医療を
担う人材の確保・育成など、地域の
在宅療養を支える機能を強化

連携

〇地域の医療・介護関係者の情報共有のための基盤整備
・ポータルサイトを運営し、地域の医療・介護関係者や医療機関間の
情報共有を促進

〇情報共有の基盤となる電子カルテ導入等支援
・電子カルテ導入・更新経費支援の他、電子カルテ導入のサポート
から導入後のセキュリティ対策までの一貫した導入促進策

今後も安全で質の高い医療を提供し
続けるためには医療機関等の一層の
連携や業務効率化は重要であり、情
報共有の基盤である電子カルテ導入
を加速化させる必要があるため、
既存の導入支援に導入負荷が少ない
「リース契約による調達」を追加



❹ 新構想における国の医療機関機能の考え

４

令和７年10月31日 第６回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料



❹ 新構想における国の医療機関機能の考え
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令和７年８月27日 第３回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料



❹ 新構想における国の医療機関機能の考え
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令和７年10月31日 第６回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料



❹ 新構想における国の医療機関機能の考え

７

令和７年12月12日 第８回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料



❹ 新構想における国の医療機関機能の考え

８

令和７年10月31日 第６回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料



❹ 新構想における国の医療機関機能の考え

９

令和７年10月31日 第６回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料



❹ 新構想における国の医療機関機能の考え

令和７年12月12日 第８回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料
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❹ 新構想における国の医療機関機能の考え
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令和７年12月12日 第８回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料



❹ 新構想における国の医療機関機能の考え

令和７年12月12日 第８回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料
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❹ 新構想における国の医療機関機能の考え
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令和７年10月31日 第６回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料



❺ 現状の病床機能に基づく連携（イメージ図）
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高度急性期 回復期 慢性期

在宅医療等

（自宅・施設）患者
かかりつけ医機能を有する一般診療所等
（在宅医療提供やＡＣＰ推進を含む）

（三次救急）

転院

退院

重症度等に
応じた
救急搬送

在宅医療
提供

在宅療養者
急変時受入

【病床機能に基づく連携上の課題】

病床機能だけでは、結果として医療提供の密度が異なる患者間（高齢者と高齢者以外）の搬送先選定に
おける機能分化としては不十分であり、より高度な医療を提供する高度急性期（三次救急）に患者が
集中する傾向にある

⇒ 今後高齢者が急増しても高次の医療機関に入院患者が滞留することなく、患者の状況に応じた適切な
医療を提供し続けるために、新たに医療機関機能に着目した連携を考えていく必要

退院

一時受入後
上り搬送

一時受入後
下り搬送

転院

急性期

（二次救急）

転院

重症度等に
応じた
救急搬送



高齢者救急
・

地域急性期機能

❻ 2040年に向けた国の医療機関機能に基づく連携（イメージ図）
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急性期拠点機能
専門等機能

（集中的なリハ）
専門等機能

（中長期入院）

在宅医療等
連携機能

（自宅・施設）高齢者
かかりつけ医機能を有する一般診療所等
（在宅医療提供やＡＣＰ推進を含む）

（三次救急＋一部二次救急）
【高度急性期＋一部急性期】

【包括期】 【慢性期】

（二次救急）
【急性期＋包括期】

（二次救急）
【急性期＋包括期】

転院

退院「治す医療」としての
救急受入

「治し支える医療」としての
高齢者救急受入れ
及び早期リハ・退院

在宅医療
提供

在宅療養者
急変時受入

高齢者
以外

重症度等に
応じた従来の
救急搬送

【高齢者の入院医療の主なフロー】 ※実際には以下に集約されない多様なフローを想定

Ａ  高齢者救急・地域急性期機能で受入れ後、早期リハ・退院

Ｂ１ 高齢者救急・地域急性期機能で一時的に受入れ後、上り搬送にて急性期拠点機能へ転院

Ｂ２ 急性期拠点機能で一時的に初期診断・治療後、下り搬送にて高齢者救急・地域急性期機能へ転院

Ｃ  急性期拠点機能で受入れ後、専門等機能（リハ・中長期入院）への転院を経る等して退院

Ｄ  在宅医療を実施する一般診療所等と連携して、在宅医療等連携機能で急変時の対応

Ａ
Ｂ1

Ｃ

Ｄ

退院

一時受入後
上り搬送

Ｂ2
一時受入後
下り搬送

転院

重症度等に
応じた従来の
救急搬送



❼ 第１回調整会議における課題と新構想に盛り込む方向性（案）（1/3）

救急の受入れや病病連携に関して、

・治す医療と治し支える医療を分けて、各医療機関の機能を共有した上で役割分担が必要

・高齢者救急と一括りにできず、症状ごとの多様性があることを踏まえた役割分担が必要

・認知症を抱えた高齢者等、対応困難な患者を引き受ける何らかの誘因が必要

・高齢者入院時の介護等の負担が大きく、看護師や看護助手の安定的な確保を図る必要

複数疾患を有する高齢者の
増加等を前提とした、
地域ごとの医療提供体制の
構築
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課題 新構想に盛り込む方向性(案)

高齢者救急
・

地域急性期機能

急性期拠点機能
専門等機能

（集中的なリハ）
専門等機能

（中長期入院）

在宅医療等
連携機能

（自宅・施設）高齢者
かかりつけ医機能を有する一般診療所等
（在宅医療提供やＡＣＰ推進を含む）

（三次救急＋一部二次救急）
【高度急性期＋一部急性期】

【包括期】 【慢性期】

（二次救急）
【急性期＋包括期】

（二次救急）
【急性期＋包括期】

転院

退院「治す医療」としての
救急受入

「治し支える医療」としての
高齢者救急受入れ
及び早期リハ・退院

在宅医療
提供

在宅療養者
急変時受入

高齢者
以外

重症度等に
応じた従来の
救急搬送

Ａ
Ｂ1

Ｃ

Ｄ

退院

一時受入後
上り搬送

Ｂ2
一時受入後
下り搬送

転院

重症度等に
応じた従来の
救急搬送



❼ 第１回調整会議における課題と新構想に盛り込む方向性（案）（2/3）

急性期治療後の転退院に関して、

・認知症、独居・ネグレクト・虐待等治療以外の対応が必要

・患者や家族はより規模の大きな一つの病院で治療が完結することを望むが、
限られた医療資源を活用する観点から医療機関間の連携が必要

・社会的背景を有する高齢者の増加
に対する区市町村行政との連携

・医療機関間の役割分担と連携体制
構築（医療ＤＸを含む）とともに、
患者・家族への理解促進 17

課題 新構想に盛り込む方向性(案)

高齢者救急
・

地域急性期機能

急性期拠点機能
専門等機能

（集中的なリハ）
専門等機能

（中長期入院）

在宅医療等
連携機能

（自宅・施設）高齢者
かかりつけ医機能を有する一般診療所等
（在宅医療提供やＡＣＰ推進を含む）

（三次救急＋一部二次救急）
【高度急性期＋一部急性期】

【包括期】 【慢性期】

（二次救急）
【急性期＋包括期】

（二次救急）
【急性期＋包括期】

転院

退院「治す医療」としての
救急受入

「治し支える医療」としての
高齢者救急受入れ
及び早期リハ・退院

在宅医療
提供

在宅療養者
急変時受入

高齢者
以外

重症度等に
応じた従来の
救急搬送

Ａ
Ｂ1

Ｃ

Ｄ

退院

一時受入後
上り搬送

Ｂ2
一時受入後
下り搬送

転院

重症度等に
応じた従来の
救急搬送



❼ 第１回調整会議における課題と新構想に盛り込む方向性（案）（3/3）

医療・介護連携を含む病診連携に関して、

・高齢者の急性期入退院時は、かかりつけ医機能を有する診療所等を介する必要

・介護施設に地域の各医療機関の受入可能な患者像などを共有する必要

・本人が希望する医療や介護を受けるための患者及び家族のＡＣＰ推進の必要

・地域ごとのかかりつけ医機能
の面的確保とかかりつけ医を
中心としたＡＣＰ推進

・医療機関間の役割分担内容の
地域の介護側への共有 18

課題 新構想に盛り込む方向性(案)

高齢者救急
・

地域急性期機能

急性期拠点機能
専門等機能

（集中的なリハ）
専門等機能

（中長期入院）

在宅医療等
連携機能

（自宅・施設）高齢者
かかりつけ医機能を有する一般診療所等
（在宅医療提供やＡＣＰ推進を含む）

（三次救急＋一部二次救急）
【高度急性期＋一部急性期】

【包括期】 【慢性期】

（二次救急）
【急性期＋包括期】

（二次救急）
【急性期＋包括期】

転院

退院「治す医療」としての
救急受入

「治し支える医療」としての
高齢者救急受入れ
及び早期リハ・退院

在宅医療
提供

在宅療養者
急変時受入

高齢者
以外

重症度等に
応じた従来の
救急搬送

Ａ
Ｂ1

Ｃ

Ｄ

退院

一時受入後
上り搬送

Ｂ2
一時受入後
下り搬送

転院

重症度等に
応じた従来の
救急搬送



❽ 意見交換「東京の特性を踏まえた医療機関機能について」

【今後、高齢者の増加が見込まれる東京の特性を踏まえた医療機関機能について（論点）】

・要介護認定を受けている高齢者について、基本的には高齢者救急・地域急性期機能で受け入れることは可能か
（基本：Ａ及びＢ１、例外：Ｂ２）

・高齢者救急・地域急性期機能は、手術対応の可否などに応じて搬送先を選定できるようにする必要があるか

・脳卒中や心疾患など指定医療機関への既存搬送体制が確立されている症例はどのような基準で搬送先を選定すべきか19

高齢者救急
・

地域急性期機能

急性期拠点機能
専門等機能

（集中的なリハ）
専門等機能

（中長期入院）

在宅医療等
連携機能

（自宅・施設）高齢者
かかりつけ医機能を有する一般診療所等
（在宅医療提供やＡＣＰ推進を含む）

（三次救急＋一部二次救急）
【高度急性期＋一部急性期】

【包括期】 【慢性期】

（二次救急）
【急性期＋包括期】

（二次救急）
【急性期＋包括期】

転院

退院
「治す医療」としての
救急受入

「治し支える医療」としての
高齢者救急受入れ
及び早期リハ・退院

在宅医療
提供

在宅療養者
急変時受入

高齢者
以外

重症度等に
応じた従来の
救急搬送

Ａ
Ｂ1

Ｃ

Ｄ

退院

一時受入後
上り搬送

Ｂ2
一時受入後
下り搬送

転院

重症度等に
応じた従来の
救急搬送

手術対応可能医療機関

OR
手術対応不可医療機関

脳卒中、心疾患
など既存の搬送
体制あり
Ex）
脳卒中急性期医療機関制度
東京都CCUネットワーク

救命救急センター
（都内２８か所）

指定二次
医療機関
※①

指定二次
医療機関
※①を除く

在宅療養
支援病院

都全体で
４０か所程度

地域包括
医療病棟

回復期リハビリテーション
病棟

療養病棟

＊病院・病棟の種別は代表的なものを掲載

地域包括
ケア病棟

地域包括
ケア病棟
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今年度第１回の調整会議では、現行構想の振り返り、2040年に向けた課題及び取組の方向性について

意見交換を実施した。

将来人口の動向から、高齢者の救急・在宅医療需要は急増することが予測される。一方で、生産年齢

人口の減少から医療・介護の人材不足の傾向は今後も顕著となり、限られた医療資源を活用する視点で、

医療機関間の連携をより進めていく必要がある。また、国が検討している2040年に向けた新たな地域医

療構想においても、新たに医療機関機能報告に基づく役割分担と連携の方向性が示されている。

そこで、2040年に向けて高齢者の医療需要増と医療・介護の人材不足が懸念される中、東京の地域特

性などを踏まえた新たな地域医療構想の策定に向け、都における医療機関機能の方向性について意見交

換をお願いしたい。

（意見交換に当たっての主な論点）

・特に強化すべき医療機関機能など、考慮すべき都や各区域特有の実情はあるか

・医療機関機能ごとの受入患者像（基礎疾患、介護度、ACPなど）をどのように考えるべきか

・医療機関機能に基づき、効果的に連携するために必要な取組は何か

（参考資料）

参考資料３ 構想区域別の医療機関の病床数、診療実績、医師数等（R6病床機能報告）
参考資料４ 地区診断のための関連データ（R5DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」分析）
参考資料５ 「新たな地域医療構想における医療機関機能」に関する意見交換に際して（東京科学大）
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